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2003年 第 42回 総会・懇親会 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

日時：2003（平成15）年6月7日（土曜日）午後2時～4時 

〒100-0005 東京都千代田区

 

《式次第》 

●開会～東 敬紀会長挨拶 

告／規約改正の件／役員選任の件 

長 宮崎恭一様（24期） 
●

長 小島良友様 

会場：東京會舘 11階シルバールーム 
丸の内3-2-1 ☎03-3215-2111（代表） 

 
 

京同窓会 松浦

       ▲現在の岩東校舎 

●総会 
 会計報

●ミニ講演  

歌舞伎座副社

乾杯～懇親会 
 ご挨拶 大地会

 ご挨拶 岩東校長 江良保宏様 
●今期幹事（45期）挨拶 
●次期幹事（46期）挨拶 
●校歌斉唱～閉会 

 



総会議題 

 
会計報告 
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東京同窓会規約改正について 

 趣 旨 

１）発足時に制定、その後昭和51年に改正されました。しかし改正規約は22条にわたり、かつ、同程度の役員規定と業務日
を伴うもので、実施不可能、とのことから昭和56年に廃止、発足時の規約に基づくことになりました（改正規約では会員
福利互助があり、会員の死亡に当たっては香典を出す、ことになっていました）。 
２）現在の規約では発足後 50 年間、全く手が加えられていませんので、この際不備な点を中心に改め、手を加えておきたい
いうことです。 

 主な改正点 

１）10名程度の幹事会を設置し総会に代わる審議・議決機関とし会務の執行をはかる。 
２）監事をおき、会計・業務監査を行い、その内容を総会に報告することとする。 
３）幹事・監事の任期を2年とし、再任を妨げないが、連続の場合は3期までとする。 
４）会務の事務統括者として事務局長をおく。 

 改正項目 

１）第1条(地位及び名称)本部・支部との関係を明確にするため、「大地会」「東京大地会」の呼称をそれぞれ加える。 
２）第3条（目的）本部の規約にならい、目的の1つとして「母校の光輝を益々発揚すること」を加える。 
３）第5条（役員）には性格の異なる条項が1つになっていて長文のため、第5条(役員)第6条（職務）第7条（幹事会）の
条に分ける。 
①第5条（役員） 
   ｉ 総会で選ばれる幹事、監事を役員とし、幹事の中から会長等を互選する 



    ⅱ 事務局長をおく 
    ⅲ 任期2年、連続3期までとする 
②第6条（職務） 

あらたにおく事務局長、監事の職務条項を加える 
③第7条（幹事会） 

総会に代わる審議・議決機関として幹事会をおき、常任監事を廃止する 
（４）第 8 条（総会）総会の付議事項のうち、「会費の出費およびその徴収方法」は幹事会に移し、役員の選任、規約の制定お
よび変更、本会運営上とくに重要な事項に限ることとする。 
（５）第10条（事業および監査報告）の条項を設け、旧第8条（会計年度及び会計報告）を第10条と第11条（会計年度）に
分け、明確化する。 
 

 
東京同窓会規約改正案 

第1条（地位及び名称） 
本会は、北海道岩見沢東高等学校同窓会（以下同窓会または大地会という）の支部にして、北海道岩見沢東高等学校東京
同窓会（以下東京同窓会または東京大地会という）という。 

     
第2条（会    員） 
  本会は、同窓会会則第4条会員にして、東京及びその周辺在住者で組織する。 
第3条（目    的） 
  本会は、会員相互の親睦とその向上発展を図り、母校の光輝をますます賞揚することを目的とする。 
第4条（事    業） 
  本会は、その目的を達成するため次の事業を行う。 
（１） 東京同窓会会員名簿の発行 
（２） 東京同窓会の開催 
（３） その他本会の目的を達成するに必要な事業 

第5条（役    員） 
  本会に次の役員をおく。幹事5名から10名以内、監事2名  

２．幹事のうち1名を会長、2名を副会長（うち1名を女性とする）、1名を事務局長とし、幹事の互選により定める。 
３．幹事および監事は総会において選任する。 
４．役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げないが、連続3期までとする。 

第6条（職    務） 
会長は、本会を代表し会務を総理する。 
２．副会長は会長を補佐し会長に事故あるときその職務を代行する。 
３．事務局長は本会の事務を統括する。 
４．幹事は、幹事会を構成し、規約および総会の議決に基づき会務を執行する。 
５．監事は財産および会計の状況、幹事の業務執行について監査を行う。 

第7条（幹 事 会） 
幹事会は会長が必要に応じ召集し、会長がこれを主宰する。  
２．幹事会は本会運営上の重要事項を審議決定する。 
３．幹事会の議事は出席幹事の過半数でこれを決する。                 

第８条(総    会) 
  本会は毎年1回通常総会を開催する。ただし、必要に応じ臨時総会を開催することができる。 
  ２．総会の議長は、会長があたる。 
  ３．総会はこの規約で定めるほか次に掲げる事項を議決する。 
   （１）規約の制定及び変更 
   （２）本会運営上とくに重要な事項 
  ４．総会の議事は出席会員の過半数でこれを決する。 
第９条（経   費） 
  本会の経費は会費、寄付金、その他の収入を充てる。 
第10条（会務および監査の報告） 
  会長は前年度の事業内容について、監事は監査の結果について通常総会に報告し、承認を得なければならない。 
第11条（会計年度） 
  本会の会計年度は、毎年前年度の通常総会の日に始まり、その年度の通常総会の前日に終る。 
 

●

 

●

 
規約改正に基づく役員選任 
幹事候補者  33期 松浦敬紀  40期 金子邦彦  42期 佐々木義雄  43期 吉川誠 
       43期 江田すみれ 44期 深見史郎  45期 渡辺芳樹  その他出席者から若干名 
監事  総会出席者から2名 
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 金 10,00

但し、平成15年度東京同窓会会費および総会懇
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（昭和51）年まで使われていた校舎 
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0円  

親会参加費として受領いたしま

京同窓会開催事務局   会
した。 

計担当 立川由美  

平成15年６月７日 


